
死亡届のみの場合

18501

（フリガナ）

- -

♦死亡届のみ提出の場合は、以降の記入は不要です。

 （セイ）  （メイ）

 (フリガナ)  (フリガナ) 

（事由）

受付番号
届書
コード 84514

　国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金・年金生活者支援給付金

未支給年金・未支払給付金請求書・受給権者死亡届（報告書）

①  基礎年金番号

（名）

④

⑧

⑨

 郵 便 番 号

 住       　所

郵　便　番　号
住
所

※共済組合と日本年金機構から複数の年金を受給している場合でも、この請求書で手続きが可能です。 ただし、平成27年9月30日以前に受給権が
   発生した共済年金と国民（基礎）年金のみを受給していた場合は、それぞれの請求先に提出が必要です。

請
求
者

（
届
出
者

）

⑥

 （フリガナ） ⑦続柄 続柄コード

◎
記
入
に
あ
た

っ
て
は

、
2
ペ
ー

ジ

「
未
支
給
年
金
の
請
求
手
続
き
に
必
要
な
書
類

」
を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い

。

◎
黒
イ
ン
ク
の
ボ
ー

ル
ペ
ン
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。
鉛
筆
や

、
摩
擦
に
よ
り
消
色
す
る
イ
ン
ク
を
用
い
た
ペ
ン
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い

。

◎
　
　
　

（
灰
色

）
内
は
記
入
不
要
で
す

。

②
 年金の種類
　   （※）

受給していたすべての年金の請求（届出）を希望
する場合は以下に☑を記入

　請求（届出）する年金コードを指定する場合は以下に年金コードを
記入（左欄の図にチェックした場合は、年金コードの記入は不要）

③

（フリガナ）

 氏　　　　名 （氏）

⑤ 死亡年月日 令和
年 月 日

 生 年 月 日
年 月 日

 氏　　　　名 （氏）

市区
町村

（名）

⑬ 未支給年金・未支払給付金を受け取ることができる方の順位の確認 先順位者の有無

1. 普通
2. 当座

⑩  電 話 番 号

届
出
事
項

（
共
通
事
項

）

⑪
 請求者のマイナンバー
 ※添付書類は2ページ①参照

⑫
受
取
金
融
機
関
 

※
２
ペ
ー

ジ
⑤
参
照

　年金受取口座として指定する口座を記入してください。（公金受取口座を利用する場合も必ず記入してください。）

口座名義人カナ氏名

１
金
融
機
関

金融機関コード 支店コード 銀　行
金　庫
信　組
信　連
農　協
信漁連
漁　協

本　店
支　店
出張所
本　所
支　所

預金
種別 口座番号（左詰めで記入）

金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄

　　年金証書を添付できない方は、その事由について以下の項目を○で囲んでください。

ア. 廃棄しました。

イ.見つかりませんでした。今後見つけた場合は必ず廃棄します。

ウ.その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

届
出
事
項

（
該
当
項
目
の
み

）

⑭
請求者が配偶者または子で、住民票の住所が同住所別世帯であるとき（別世帯の理由書）

※死亡者と住民票上、別住所の場合は２ページ ⑥をご確認ください。

次の理由により、別世帯だが、死亡者と生計を同じくしていたことを申立します（該当の理由に〇をしてください。）。

１．同じ住所に二世帯で住んでいたため

２．同じ世帯であったが、世帯主の死亡により、世帯主が変更されたため

⑯
備
考

大正
昭和

平成
令和

日 提出令和 年 月

続柄

   死亡当時、請求者より請求順位が先である、死亡者と生計を同じくしていた方がいましたか。
 　 「いる」と記入した場合、その方の続柄をすべて記入してください。
　　※請求順位：１.配偶者（事実婚含む）／２.子／３.父母／４.孫／５.祖父母／６.兄弟姉妹／７.その他３親等内の親族
  　※先順位者がいる場合は、未支給年金を受け取ることはできません。詳しくは３ページをご確認ください。

いない  　・  　いる

－

請求者の氏名フリガナと口座名義人カナ氏名が同じであることをご確認ください。

　　 　上記指定口座は公金受取口座として登録済（マイナ
　　　 ポータルに登録済）の口座である。

※公金受取口座として登録済みの口座である場合は、マイナンバーを記入す
ることで、通帳等のコピーの添付や金融機関の証明は不要となります。

2
ゆ
う
ち

ょ
銀
行

貯金通帳の記号（左詰めで記入） 番号（右詰めで記入）

実施機関等

受付年月日

✔

✔

死
亡
者

届
出
事
項
（
共
通
項
目
）

届
出
事
項
（
該
当
項
目
の
み)

請
求
者
（
届
出
者
）

1



年金証書（死亡者分）

　・添付できない場合は、１ページの請求書下部の事由欄に記入してください。

※上記で続柄確認ができない場合、追加で戸籍謄（抄）本が必要です。

請求者の世帯全員の住民票（死亡日以降に発行されたもの）

　※死亡者と住民票上、同住所同世帯の場合は原則、添付不要です。

預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー

生計同一関係に関する申立書

【添付書類にかかるその他の注意事項】

【死亡届のみ提出の場合は、次の書類を提出してください。】
　●年金証書（死亡者分）。なお、年金証書を添付できない場合は、１ページの請求書下部の事由欄に記入してください。
　※住民基本台帳ネットワークシステムにより死亡日を確認できない場合は、死亡した受給権者の死亡の事実を明らかにすることがで
　　きる書類（戸籍謄本、住民票、死亡診断書（コピー可））の提出をお願いしますので、あらかじめご了承ください。

②

請求者
チェック欄

未支給年金の請求手続きに必要な書類

　●審査の過程で、添付いただいた書類以外の書類が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　●添付書類は「コピー」と記載されているもの以外は、原本を添付してください。
　●代理人の方が手続きをする場合は、請求者の委任状および代理人の方の本人確認ができる書類が必要です。
　●死亡者が年金給付の年金請求書を提出していなかったときは、年金請求書とその添付書類が必要です。
　●請求者が事実婚関係にあった配偶者の場合は必要書類が異なりますので、共済組合にお問い合わせください。

〇

〇

　　　・個人番号が確認できる書類
　　　　個人番号の表示がある住民票、通知カード（氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る）
　　　・身元（実存）確認書類
　　　　運転免許証、パスポート、在留カードなど

　□ マイナンバーカード
　□ 個人番号が確認できる書類および身元（実存）確認書類

　未支給年金の請求手続きには、①～⑥の書類の添付が必要です。なお、以下の場合については、請求書にマイナンバー
を記入のうえ①を添付することで、一部の添付書類を省略することができます。ただし、マイナンバーで必要な情報を確認
できない場合は、③～⑤の提出をお願いしますので、あらかじめご了承ください。

【請求者が配偶者の場合】
　●③～④の添付を省略できます。
　　（注）令和４年１月１０日以前に死亡した者の未支給年金を請求する場合は③の添付が必要です。

【請求者が配偶者以外の場合】
　●④の添付を省略できます。
　　（注）請求者が子で、この請求書と併せて遺族年金を請求する場合は③～④の添付を省略できます。
　　　　　（令和４年１月１０日以前に死亡した者の未支給年金を請求する場合は③の添付が必要です。）

マイナンバー（個人番号）にかかる確認書類

　・以下のいずれかの書類を添付してください。
　・郵送する場合は両面のコピーを添付、窓口で提出する場合は原本を提示してください。

①

請求者 死亡者 請求者の親 死亡者の親

必要となる戸籍謄（抄）本

-

-

-

-

〇

-

-

〇

〇

〇

-

-

〇

-

〇

　（申立内容について、第三者による証明または事実確認書類が必要です。）
　※用紙については、共済組合にお問い合わせください。

⑥

　□ 法定相続情報一覧図
　　　（死亡者が被相続人であるものに限る）

③

死亡者と請求者の続柄が確認できる書類

　□ 戸籍謄（抄）本
　　　（死亡日以降に発行されたもの）

④

　・以下のいずれかの書類を添付してください。

-

請求者の
続柄

配偶者

子

父母

孫

祖父母

兄弟姉妹

＜続柄確認に必要となる戸籍謄（抄）本の例＞

　・請求書に記入した口座番号等が確認できる書類を添付してください。
　   （金融機関名、支店名、口座名義人カナ氏名、預金種別、口座番号が確認できるもの）
　・公金受取口座を利用される場合、または金融機関の証明を受ける場合は添付不要です。

　　  ※公金受取口座を利用される場合は、請求書にマイナンバーの記入が必要です。
　　　※インターネット専業銀行等の場合、口座番号等が確認できる画面をプリントアウトしたものを添付してください。
　 　 ※貯蓄預金口座または貯蓄貯金口座への振込みはできません。

⑤

・死亡者と住民票上別住所の場合、以下の書類を添付してください。
　（住民票上、同住所の場合は添付不要です。）

甥姪

-

-

-

-

〇

-〇

-

〇

〇

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2



　〇未支給年金（未支払給付金）を受け取ることができる方は、死亡者と生計を同じくしていた以下の遺族です。

＜未支給年金を受け取ることができる遺族の範囲＞番号は請求順位

※上記以外の民法上の３親等内の親族も含まれます。

【生計を同じくしていたとは】

　〇生計を同じくしていたとは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

　 　①　住民票上同一世帯に属していたとき
　 　②　住民票上世帯を別にしていたが、住民票上の住所が同一であったとき
 　　③　住民票上の住所が異なっていたが、日常生活を共にし、かつ、生活上の家計を一つにしていたとき
　 　④　やむを得ない事情により住民票上の住所が異なっていたが、経済的な援助および定期的な音信訪問があり、その事情が消
           滅したときは、日常生活を共にし、生活上の家計を一つにする予定であったとき（請求者が配偶者または子の場合）
 　　⑤　住民票上の住所が異なっていたが、生活費、療養費などについて生活の基盤となる金銭または現物による経済的な援助が
           行われていたとき（請求者が死亡者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはその他3親等内の親族の場合）

　〇共済組合と日本年金機構等から複数の年金を受けている方が死亡した場合は、この請求書を共済組合または日本
     年金機構等のいずれか１か所に提出することで手続きができます。
　　  （ただし、平成27年9月30日以前に受給権が発生した共済年金と国民（基礎）年金のみを受けていた場合は、それ
     ぞれの請求先に提出が必要です。）

　〇未支給の年金および未支払の年金生活者支援給付金のいずれも受けることができる場合は、この請求書の提出に
     より両方の給付の請求をしたこととなります。
　     （ただし、共済組合等から支給される年金のみを受給されていた方の未支払の年金生活者支援給付金を請求する
      場合、それぞれの請求先に提出が必要です。）

　　●公金受取口座登録制度とは、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付
       金等の受取のための口座として国（デジタル庁）に任意で登録していただく制度です。
　　●公金口座の登録、登録状況の確認や登録口座の変更、登録の抹消を行う場合は、マイナポータルからお手続
       きください。詳しくは、デジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。

自分より先順位者がいる場合は、未支給年金を受
け取ることはできません。
同順位者が２名以上いる場合は、そのうち一名が代
表してご請求いただくこととなります。

7.曾孫 7.曾孫 7.配偶者

6

7.伯叔父母

７.兄弟姉妹

７.甥　姪

7

　兄弟姉妹

　その他3親等内の親族

５.祖父母

３.父母

死亡者

7.伯叔父母 ７.配偶者

７.配偶者６.兄弟姉妹

７.甥　姪7.子（継子） 2.子

７.孫

７.配偶者

4.孫 7.配偶者

7.配偶者

７.祖父母

７.父母

１.配偶者

2

3

4

5

　子

　父母

　孫

　祖父母

　配偶者
   （事実婚関係にある方を含む）1

請求順位 未支給年金を受け取ることができる遺族

　〇年金は死亡月分まで支払われますが、以下の年金は死亡者が受け取ることができないため、死亡者と生計を同じく
      していた遺族が未支給年金の請求をすることで受け取ることができます。
　　  （１）年金を受けている方が死亡したときにまだ振込みされていない年金
　　  （２）死亡日より後に振込みされた年金のうち、死亡月分までの年金
　〇年金生活者支援給付金についても上記と同様に、未支払給付金の制度があります。
　〇未支給年金を受ける権利は、５年（未支払給付金は２年）を経過したときは時効によって消滅します。

７.曾祖父母 ７.曾祖父母

未支給年金（未支払給付金）の請求について

１．未支給年金（未支払給付金）とは

２．未支給年金（未支払給付金）を受け取ることができる方および順位

３．未支給年金（未支払給付金）の請求に関する留意事項

「公金受取口座登録制度」とは

3


